　　　大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実施要綱

（平成４年１０月３１日訓令第２２号）

改正　平成１８年１月２６日告示第３０号

平成１８年１０月２６日告示第１５６号

平成２２年１１月４日告示第１６８号

　（趣旨）

第１条　この要綱は、ひとり暮らし老人世帯等自力で雪下ろしが困難な世帯を地域で支援する体制を整備することについて必要な事項を定めるものとする。

　（実施主体）

第２条　事業の実施主体は、大野市とする。

　（事業内容）

第３条　ひとり暮らし老人世帯等の雪下ろし支援組織として、区長、民生委員、防災関係者、老人クラブ、婦人会、壮年会、青年会等により構成する地域ぐるみ雪下ろし協力推進協議会（以下「協議会」という。）を各公民館単位に設置する。

２　協議会は、雪下ろし対象世帯の把握と各区単位で雪下ろし援助者（以下「援助者」という。）の確保を行い、緊急時の対応などを含めて、雪下ろしが円滑に行われるよう活動計画等を策定するとともに、雪下ろしの要否を判断し、活動計画等に基づきあらかじめ確保した援助者に要請して雪下ろしを実施する。

３　協議会に類する既存の組織で、事業の運営上支障がないと認められる場合には、その組織を協議会とみなす。ただし、この場合においても第１項に規定する関係団体等と十分連絡を取り、事業の円滑な実施を図ることとする。

　（雪下ろし対象世帯）

第４条　除雪対象世帯は、次に該当する所得税非課税世帯で、自力で屋根の雪下ろしが困難であると認められる世帯とする。ただし、これらに該当する世帯であっても、近隣の親族等により雪下ろしの援助を受けられるなど真に雪下ろしが困難であると認められない世帯及び生活保護世帯は対象としない。

(1) ６５歳以上のひとり暮らし老人世帯

(2) ６５歳以上の老人夫婦世帯（いずれも６５歳以上）

(3) ひとり暮らし身体障害者世帯

(4) 前３号に準ずるもので、特に必要と認められる世帯

２　雪下ろし対象世帯の決定は、市長が行う。

　（経費の助成）

第５条　市長は、次に掲げる金額を、協議会に助成する。

(1) 行政区割助成額（行政区単位の区民による組織等で雪下ろし対象世帯の雪下ろしを実施した場合に限る。）

ア　基本額　２０，０００円

イ　加算額　雪下ろしの実施回数に１，０００円を乗じて得た額

(2) 雪下ろし対象世帯の雪下ろし経費　７，０００円（１回当たり）

２　前項第２号に規定する経費は、１世帯当たり１冬期間２回以内とする。ただし、豪雪時等において市長が特に必要と認める場合は、助成回数を増やすことができる。

　（助成の手続等）

第６条　協議会は、あらかじめ大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実施計画書（様式第１号。以下「計画書」という。）を市長に提出しなければならない。

２　市長は、前項の計画書を受理したときは、その内容審査及び必要に応じて行う調査等に基づき適当と認めたときは、大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業雪下ろし対象世帯決定書（様式第２号）により当該協議会に通知するものとする。

３　協議会は、事業が完了したときは、速やかに大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実績報告書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。

４　市長は、前項の実績報告書を受理したときは、その内容を審査のうえ助成金額を決定し、大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業助成金交付決定書（様式第４号）を当該協議会に交付するものとする。

５　協議会は、助成金の交付を受けようとするときは、大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業助成金交付請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。

　（その他）

第７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

　　　附則
　（施行期日）

１　この要綱は、平成４年１１月１日から施行する。

　（大野市ひとり暮らし老人除雪費助成事業実施要綱の廃止）

２　大野市ひとり暮らし老人除雪費助成事業実施要綱（昭和６０年訓令第１号）は、廃止する。

　　　附　則（平成１８年告示第３０号）

　この要綱は、平成１８年１月２６日から施行し、平成１７年１２月１日から適用する。
　　　附　則（平成１８年告示第１５６号）

　この要綱は、平成１８年１０月２６日から施行する。

　　　附　則（平成２２年告示第１６８号）

　この要綱は、平成２２年１１月４日から施行し、平成２２年１０月１日から適用する。

様式第１号（第６条関係）
　　年　　月　　日
大野市長　殿
地区地域ぐるみ雪下ろし協力推進協議会
代表者　　　　　　　　　　　　　　印
大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実施計画書
　　　　年度大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業について、下記のとおり計画しましたので大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実施要綱第６条第１項の規定により提出します。
記
１　地域ぐるみで実施行政区名

	№
	行政区名
	区長名
	備考

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


２　対象世帯

	雪　下　ろ　し　実　施　予　定　世　帯　名

	ひとり暮らし
老人世帯
	老人夫婦世帯
	ひとり暮らし
身障者世帯
	その他の世帯

	住所
	住所
	住所
	住所

	氏名
	氏名
	氏名
	氏名

	住所
	住所
	住所
	住所

	氏名
	氏名
	氏名
	氏名


様式第２号（第６条関係）

　第　　　　　号

　　年　　月　　日

地区地域ぐるみ雪下ろし協力推進協議会

代表者　　　　　　　　殿

大　野　市　長

大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業雪下ろし対象世帯決定書
　　　　年　月　日付けで提出のありました　　　年度大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実施計画書にかかる雪下ろし対象世帯を下記のとおり決定したので、大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実施要綱第６条第２項の規定により通知します。

記

	雪　下　ろ　し　対　象　世　帯　名

	ひとり暮らし
老人世帯
	老人夫婦世帯
	ひとり暮らし
身障者世帯
	その他の世帯

	住所　
	住所　
	住所　
	住所　

	氏名　
	氏名　
	氏名　
	氏名　

	
	
	
	

	住所　
	住所　
	住所　
	住所　

	氏名　
	氏名　
	氏名　
	氏名　

	
	
	
	

	住所　
	住所　
	住所　
	住所　

	氏名　
	氏名　
	氏名　
	氏名　

	
	
	
	

	住所　
	住所　
	住所　
	住所　

	氏名　
	氏名　
	氏名　
	氏名　

	
	
	
	

	住所　
	住所　
	住所　
	住所　

	氏名　
	氏名　
	氏名　
	氏名　

	
	
	
	

	住所　
	住所　
	住所　
	住所　

	氏名　
	氏名　
	氏名　
	氏名　

	
	
	
	


様式第３号（第６条関係）

　　年　　月　　日

大野市長　殿

地区地域ぐるみ雪下ろし協力推進協議会

代表者　　　　　　　　　　　　　　印

大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実績報告書

　　　　　年度大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業が完了したので、大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実施要綱第６条第３項の規定により報告します。

記

１　地域ぐるみで実施した行政区名

	№
	行政区名
	区長名
	備考

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


２　実施世帯
	雪　下　ろ　し　実　施　世　帯　名

	ひとり暮らし
老人世帯
	老人夫婦世帯
	ひとり暮らし
身障者世帯
	その他の世帯

	住所
	住所
	住所
	住所

	氏名
	氏名
	氏名
	氏名

	住所
	住所
	住所
	住所

	氏名
	氏名
	氏名
	氏名


様式第４号（第６条関係）

第　　　　　号
　　年　　月　　日

地区地域ぐるみ雪下ろし協力推進協議会

代表者　　　　　　　　殿

大　野　市　長

大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業助成金交付決定書

　　　　年　月　　日付けで提出のありました大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実績報告書について、審査の結果次のとおり決定したので、大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実施要綱第６条第４項の規定により通知します。

記

助　成　金　額

金　　　　　　　　円

（内訳）

(1)行政区割助成額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	行政区名
	助成金額

	
	　　　　　　　　円

	
	　　　　　　　　円

	
	　　　　　　　　円

	
	　　　　　　　　円

	合　　　計
	


(2)雪下ろしに要する経費

　　　　　　雪下ろし実施世帯の雪下ろし回数　（１世帯当たり２回以内）

　　　　　　　　回　×　７，０００円　＝　　　　　　　円

様式第５号（第６条関係）

　　年　　月　　日

大野市長　殿

地区地域ぐるみ雪下ろし協力推進協議会

代表者　　　　　　　　　　　　　　印

大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業助成金交付請求書

　　　　年度大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業助成金を、大野市地域ぐるみ雪下ろし支援事業実施要綱第６条第５項の規定により請求します。

記

助成金交付請求金額
金　　　　　　　　円

(1)行政区割助成額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

(2)雪下ろしに要する経費

　　　　　　雪下ろし実施世帯の雪下ろし回数　（１世帯当たり２回以内）

　　　　　　　　回　×　７，０００円 ＝　　　　　　　　　円
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